
詳細は裏面をご確認ください。

東京地方税理士会
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰの「トッチーくん」



収入が年金のみの人、
年金及び給与収入があり医療費控除の還付を受ける人

健康保険証等の身分証明書
公的年金・給与所得の源泉徴収票
医療費の通知書及び明細書
マイナンバーに関する書類

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の取組として、
相談は先着80名とし、中止の場合もあります。

日 時：令和４年２月15日（火）

９：30～15：30
（相談時間：30分）

場 所：戸塚法人会館

会場所在：横浜市戸塚区上倉田町４４９－２

最寄り駅：戸塚駅

お問い合わせ先 東京地方税理士会戸塚支部 ＴＥＬ０４５ー８６４ー３３００
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご紹介しております。http://www.tochizei.or.jp/sodan/index.html


